
京都大学博士後期課程特別進学支援制度取扱要領 

 

平成２９年３月１７日 学生担当理事裁定 

 

（目的） 

第１条 この要領は、将来の卓越した研究者候補として優れた資質・能力を有する学生が経済的理由に

より博士後期課程への進学を断念することが無いよう、進学前から奨学金の給付を保証するための制

度「京都大学博士後期課程特別進学支援制度」（以下「本制度」という。）に関する基本事項を定め、

その業務の適正かつ確実な運営を図ることを目的とする。 

 

（奨学金の給付に関する条件等） 

第２条 奨学金は給付型とし、給付額は、月額１２万円とする。 

２ 給付期間は、原則として博士後期課程の第１年次（一貫制博士課程においては、これに相当する年

次）の１年間とする。 

３ 第２年次以降について、当該学生が所属する研究科等が財源を負担して給付することは妨げない。 

４ 日本学術振興会特別研究員に採用された場合は、奨学金は支給しない。ただし、その他の奨学金と

の併給は可能とする。 

５ 奨学金は、奨学生が指定する銀行口座へ半期毎に振り込む。 

 

（奨学生の選考） 

第３条 奨学生は、次項に掲げる各研究科等の推薦枠の範囲内で、次条に定める推薦基準を満たす者を

研究科等の長が推薦し、学生生活委員会の議を経て、総長が決定する。 

２ 各研究科等の推薦枠は、奨学生採用者総数を各研究科等の博士後期課程に係る入学定員で案分した

数とする。ただし、推薦枠は推薦の上限数であり、本制度の趣旨に相応しい適格者のみを推薦するこ

ととし、適格者に該当がない場合には、推薦を行ってはならない。 

３ 奨学生の推薦にあたっては、研究科等の長は、推薦する学生の推薦書を作成し、総長に提出する。 

 

（奨学生の推薦基準） 

第４条 奨学生の推薦基準は、次の各号のすべてに該当する者とする。 

(1)  本学の修士課程第２年次に在籍し、博士後期課程に進学を予定する者 

(2)  将来の卓越した研究者候補として極めて優れた資質・能力を有する者 

(3)  経済的理由により進学が困難であると認められる者（授業料免除の家計基準（修士課程）に準

拠） 

(4)  日本学術振興会特別研究員の申請を行う者 

(5)  推薦時に在籍する課程において、京都大学通則第５３条又は第５３条の１５において準用する

同通則第３２条第１項の規定による懲戒処分を受けていない者 

 

 



 

（奨学生の義務） 

第５条 奨学生の義務は、次の各号のとおりとする。 

(1)  日本学術振興会特別研究員の申請を行うこと 

(2)  休学、退学等の異動があった場合、速やかに総長に届け出ること 

 

（休学の場合の取扱い） 

第６条 奨学生が休学したときは、奨学金の支給を休止する。ただし、休学の理由によってはこの限り

ではない。 

 

（受給資格の喪失） 

第７条 次の各号に該当する場合は、受給資格を失う。 

(1)   採用年度の翌年度に本学の博士後期課程へ進学しなかった場合 

(2)  退学等により学籍を失った場合 

(3)  京都大学通則第５３条又は第５３条の１５において準用する同通則第３２条第１項の規定に

よる懲戒処分を受けた場合 

(4)  その他奨学生として不適当であると認められる場合 

 

（奨学金の返納） 

第８条 提出書類における虚偽の記載や本要項に記載する事項に違反するなど不適切な事実が判明し

た場合、支給した奨学金の全部又は一部を返納させることがある。 

 

（運営） 

第９条 奨学生の採用、奨学金の支給に関する事務は、教育推進・学生支援部学生課が行う。 

 

（その他） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、本制度に関し必要な事項は学生生活委員会の議を経て学生担

当の理事が定める。 

 

 

附 則 

 この要領は、平成２９年３月１７日から施行する。 


